
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
三
日
提
出

質

問

第

四

六

号

外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
長
に
よ
る
贈
与
等
報
告
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書提

出

者

浅

野

貴

博
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外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
長
に
よ
る
贈
与
等
報
告
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

前
回
質
問
主
意
書
で
そ
の
全
文
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
本
年
十
月
二
十
六
日
付
東
京
新
聞
に
「
本
音
の
コ
ラ
ム

ロ
シ
ア
課

長
の
奇
妙
な
発
言
」
と
題
す
る
、
元
外
務
省
国
際
情
報
局
主
任
分
析
官
の
佐
藤
優
氏
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
の
文
章

（
以
下
、
「
佐
藤
コ
ラ
ム
」
と
す
る
。
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
元
外
務
事
務
次
官
の
野
上
義
二
氏
、
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア

課
長
の
宇
山
秀
樹
氏
と
、
ロ
シ
ア
関
係
者
と
の
会
食
（
以
下
、
「
会
食
」
と
す
る
。
）
に
つ
き
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆

質
一
八
一
第
二
一
号
）
で
は
「
本
年
十
月
十
八
日
に
御
指
摘
の
会
食
が
行
わ
れ
た
事
実
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。
御
指
摘
の

元
職
員
及
び
職
員
は
、
同
月
十
七
日
に
ロ
シ
ア
側
関
係
者
と
会
食
（
以
下
「
本
件
会
食
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
と
承
知
し
て

い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
更
に
は
「
御
指
摘
の
職
員
は
、
本
件
会
食
に
公
務
と
し
て
出
席
し
た
と
承
知
し
て
い

る
。
」
、
「
本
件
会
食
の
費
用
は
、
公
益
財
団
法
人
日
本
国
際
問
題
研
究
所
が
負
担
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
、
宇
山
課

長
は
公
務
と
し
て
右
会
食
に
出
席
し
、
そ
の
費
用
は
国
際
問
題
研
究
所
に
よ
り
支
出
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

右
を
始
め
と
す
る
「
前
回
答
弁
書
」
の
内
容
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
答
弁
書
に
も
あ
る
公
務
の
定
義
如
何
。

二

一
般
に
、
外
務
省
職
員
が
公
務
と
し
て
会
食
に
出
席
す
る
際
、
事
前
、
そ
し
て
事
後
に
、
外
務
省
の
ど
の
部
署
の
ど
の
者

一



に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
申
請
、
報
告
を
行
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
に
あ
る
、
「
会
食
」
に
出
席
し
た
「
ロ
シ
ア
側
関
係
者
」
と
は
誰
か
。

四

三
の
者
を
含
め
、
宇
山
課
長
、
野
上
理
事
長
以
外
に
「
会
食
」
に
出
席
し
た
者
は
誰
か
、
そ
の
官
職
氏
名
等
を
全
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
会
食
」
に
関
し
、
宇
山
課
長
よ
り
二
の
外
務
省
の
部
署
に
対
し
、
事
前
に
ど
ん
な
申
請
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

六

「
会
食
」
に
関
し
、
宇
山
課
長
よ
り
二
の
外
務
省
の
部
署
に
対
し
、
事
後
に
ど
の
よ
う
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
説

明
さ
れ
た
い
。
特
に
、
「
会
食
」
の
際
に
宇
山
課
長
、
野
上
理
事
長
よ
り
ど
の
よ
う
な
発
言
が
な
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い

る
の
か
、
右
は
「
佐
藤
コ
ラ
ム
」
の
内
容
と
合
致
す
る
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

七

五
並
び
に
六
の
宇
山
課
長
の
事
前
の
申
請
並
び
に
事
後
の
報
告
は
、
事
実
を
適
切
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
か
。
外
務
省

の
見
解
如
何
。

八

宇
山
課
長
は
、
「
佐
藤
コ
ラ
ム
」
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
発
言
を
野
上
理
事
長
そ
し
て
自
身
が
「
会
食
」
の
際
に
し
た

の
か
否
か
、
本
年
十
月
二
十
六
日
と
十
一
月
一
日
、
当
方
か
ら
電
話
で
問
い
合
わ
せ
が
な
さ
れ
た
際
、
「
会
食
」
は
私
的
な

二



も
の
で
あ
り
、
ま
た
ア
ル
コ
ー
ル
も
入
っ
て
い
た
た
め
、
詳
細
な
内
容
は
は
っ
き
り
と
記
憶
し
て
い
な
い
旨
話
し
て
い
た
と

当
方
は
記
憶
し
て
い
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

九

宇
山
課
長
は
、
な
ぜ
「
会
食
」
を
公
務
で
は
な
く
私
的
な
も
の
で
あ
る
旨
の
虚
偽
の
説
明
を
、
当
方
に
対
し
て
電
話
で

行
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

十

一
般
に
外
務
省
職
員
が
、
「
会
食
」
の
よ
う
な
宴
席
に
公
務
と
し
て
出
席
す
る
際
、
記
憶
が
定
か
で
な
く
な
る
ほ
ど
ア
ル

コ
ー
ル
を
飲
用
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
か
。

十
一

公
務
と
し
て
出
席
し
た
宇
山
課
長
の
「
会
食
」
に
お
け
る
言
動
は
適
切
で
あ
っ
た
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


